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議案第２８号 

 

筑西市医療福祉費支給に関する条例の一部改正について 

 

標記について次のとおり提出する。 

令和８年２月２５日 

筑西市長 設 楽 詠美子 

 

 

 

 

 

 

 

筑西市条例第   号 

 

筑西市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

筑西市医療福祉費支給に関する条例（平成１７年条例第１１０号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条中本文「規則」を「市規則」に、「「社会保険各法」」を「「医療保険各法」」に改める。 

 

第４条第１項前段中「国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法」を

「医療保険各法」に、「規則」を「市規則」に改め、同項後段中「国民健康保険法による被保険者

又は社会保険各法」を「医療保険各法」に、「若しくは」を「、加入者又は」に改め、同条第３項

中「国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法」を「医療保険各法

」に改め、同条第６項中「規則」を「市規則」に改める。 

 

第５条第１項第１号中「児童手当法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第１８４号）に

よる改正前の児童手当法施行令（昭和４６年政令第２８１号。以下「旧児童手当法施行令」という。

）第１条に定める額に同条に規定する児童１人につき加算する額を加算した額」を「市規則で定め
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る額」に改め、同項第３号中「７月１日（前前年の所得にあっては、前年の７月１日）現在におけ

る国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第２８条第１０項の規定に

よりその例によるものとされる同法第１条の規定による改正前の国民年金法（昭和３４年法律第１

４１号）第６６条第３項に基づき、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関

する政令（昭和６１年政令第５４号。以下「経過措置政令」という。）第４６条第４項に」を「市

規則で」に改め、同項第４号中「児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法

律施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第２５９号）による改正前の特別児童扶養手当等の

支給に関する法律施行令（以下「旧特別児童扶養手当法施行令」という。）第２条第１項に定める

額に５３３，０００円を加えた」を「市規則で定める」に、「旧特別児童扶養手当法施行令第２条

第２項に」を「市規則で」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項各号に規定する所得は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５条第２項第１号に掲

げる市町村民税（特別区が同法第１条第２項の規定によって課する同法第５条第２項第１号に掲

げる税を含む。以下同じ。）についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課

税所得以外の所得とし、その額の計算方法は、市規則で定める。 

 

第５条第３項及び第６条中「規則」を「市規則」に改める。 

 

第９条中「市長が別に」を「市規則で」に改める。 

 

附則第１項中「社会保険各法」を「医療保険各法」に改める。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行の日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の筑西市医療福祉費支給に関する条例の規定は、施行の日以後の診療に

係る医療福祉費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお

従前の例による。 


